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技 術 指 針 
 

（令和４年７月１日京都市告示第２１４号） 

 

第１章 一般的事項             

 

第１節 趣旨               

 

１ この技術指針は、京都市環境影響評価

等に関する条例（以下「条例」という。）

第６条第１項の規定に基づき、対象事業

に係る計画段階環境配慮、環境影響評価

及び事後調査（以下「環境影響評価等」

という。）が適切かつ円滑に実施されるよ

う環境影響評価等に係る項目、方法等に

ついて定めるものである。 

２ 事業者は、この技術指針に基づき、事

業の特性及び地域の特性を考慮して、対

象事業又は第一種事業等の計画に係る計

画段階環境配慮事項を検討するものとす

る。 

３ 第１類事業者は、この技術指針に基づ

き、事業の特性及び地域の特性を考慮し

て、環境影響評価に係る項目、方法等に

ついて選定するものとする。 

４ 第１類事業者（移行事業者を含む。）は、

この技術指針に基づき、工事中又は施設

供用後の事後調査に係る項目、方法等に

ついて選定するものとする。 

５ この技術指針は、科学的知見の進展に

応じ必要があると認めるときは、改定す

るものとする。 

 

第２節 用語               

 

 この技術指針で使用する用語は、以下に

定めるものの他、条例で使用する用語の例

による。 

１ 社会面 

 基本的に事業の合目的性をいい、人口

や福祉、文化などの一般的な社会科学の

側面をいうものではない。 

２ 経済面 

 基本的に事業の経済性をいい、当該事

業による市場や産業への波及効果、雇用

創出などの一般的な経済の側面を含むも

のではない。 

３ 貴重種情報 

 情報を公にすることにより種の保全及

び良好な環境の保全の支障となる可能性

が高い市域の貴重な植物及び動物に係る

生育、生息に関する情報をいう。 

４ 計画特性 

 対象事業の目的及び立案の背景等の内

容をいう。 

５ 地域特性 

 対象事業を実施しようとする地域の歴

史的文化環境も含む自然的社会的状況を

いう。 

６ 環境要素 

 環境を構成する要素をいう。 

７ 環境要因 

 対象事業の実施により環境を保全、創

造する場合も含めて、環境に影響を及ぼ

すおそれのある要因をいう。 

８ 環境保全措置 

 事業者により実行可能な範囲内で予測

項目に係る環境影響をできる限り回避し、

又は低減する措置、並びに必要に応じ、

損なわれる環境の有する価値を代償する

ための措置をいう。 

 

第３節 留意点              

 

 環境影響評価等の実施に際しては、以下

の点に十分留意すること。 

１ 配慮書案等は、市民等が事業内容への

理解を深めることが目的であることから、

その作成にあたっては、図表等を多用し、

分かり易い表現に努めることが重要であ

る。 

２ 貴重種情報の取扱いは慎重を期す必要

があることから、当該情報の配慮書等へ

の記載の際は、十分本市と協議を行うこ

と。 

 

 

第２章 計画段階環境配慮          

 

第１節 一般的事項            

 

 計画段階環境配慮は、計画の立案の段階

で行うものであるが、対象事業の熟度等が

事業の種類によっても異なることが想定さ

れることから、一律に本技術指針で示す内

容に拘束されることなく、弾力的かつ柔軟
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に計画段階環境配慮を実施していくものと

する。 

 計画段階環境配慮に係る手続では、複数

案から環境上望ましい最良案を絞り込むこ

とになるが、計画段階環境配慮を終えた後、

経済性・社会性等を反映し、事業化に向け

た検討を進めていくことになる。そのため、

計画段階環境配慮で絞り込んだ環境上望ま

しい最良案は、最終的な事業計画の基礎と

なるものの、必ずしもそのまま最終的な事

業計画になるわけではない。 

 

１ 計画段階環境配慮の原則 

⑴ 計画段階環境配慮の実施に当たって

は、対象事業に係る位置・規模又は建

造物等の構造・配置に関する適切な複

数案を設定することを基本とする。 

⑵ 複数案の設定に当たっては、位置・規

模に関する複数案を優先すべきである

が、立地条件から事業の位置が制約さ

れる場合や、既に上位の計画で事業の

位置・規模が決定している場合など、

位置・規模に関する複数案の設定が現

実的に困難な事業にあっては、構造・

配置に関する複数案を検討することも

可能である。ただし、位置・規模に関

する複数案の設定を行わない場合にあ

っては、その理由を示すこと。 

  なお、複数案の一部が、京都市域外と

なることも想定されるが、審査の対象

は京都市域内の案に限る。 

⑶ 複数案の設定に当たっては、現実的で

ある限り当該事業を実施しない案（以

下「ゼロ・オプション」という。）を含

めるよう努めることとする。 

⑷ 複数案を設定しない場合は、その理由

を示すとともに、計画段階環境配慮に

おける調査、予測及び評価は、事業実

施段階の環境影響評価と同程度の精度

の高いものとすること。（第３章参照） 

 

２ 計画段階環境配慮の実施時期 

計画段階環境配慮の目的は、事業の実

施による重大な環境影響の回避であるこ

とから、事業の「位置・規模」又は「配

置・構造」に係る複数案の設定が可能な

時期から、「位置・規模」又は「配置・構

造」が確定する前までに実施するものと

する。 

 

 

第２節 配慮書案の作成手順        

 

 事業者は、以下の手順に従って配慮書案

を作成するものとする。 

 

１ 事業計画の特性把握 

 対象事業に係る複数案の設定及び環境

影響評価項目の選定に当たって、当該設

定等を行うための条件等を把握するため、

計画特性を明らかにするものとする。 

⑴ 対象事業に係る計画策定の背景、対象

事業計画の目的、期間等の基本的事項 

⑵ 対象事業計画と他の計画等の関係 

⑶ 対象事業計画で定めようとする立地

場所、施設配置等に関する事項 

⑷ 対象事業計画に含まれる事業の種類

と規模 

⑸ その他対象事業計画に関する事項 

 

２ 地域特性の把握 

 対象事業計画の複数案の設定及び環境

影響評価項目の選定に当たって、当該選

定等を行うために必要と認める範囲内で、

事業実施想定区域に係る地域特性を把握

するものとする。 

 対象事業計画の特性を考慮して、表１

を参考に地域特性を把握する。この際、

環境影響を受けやすい学校、病院、住居

等を漏れなく把握することが重要である。

また、必要に応じて、表１以外の項目を

適宜追加して把握することとする。 

 地域特性は、最新の既存文献の収集、

整理等により把握するものとするととも

に、当該既存文献の出典を明らかにする

ものとする。 

 なお、表１に示す項目について網羅的

に把握する必要はなく、配慮すべき環境

がどのような状況にあるのかが明らかに

なるよう記載するものとする。 

 

表１ 地域特性調査項目 

区  調査項目の例 

自

然

的

状

況 

地象 地形の分類、地質の構造等 

水象 
河川、地下水、池沼に係る

流況等 

気象 気温、湿度、降水量等 

生態系 植物の生育状況、動物の生 
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  息状況等 

社

会

的

状

況

 

人口 人口、世帯数、人口密度等 

産業 
産業別事業所数及び従業者

数、生産量等 

土地利

用 

土地利用の現況、都市計画

法に基づく地域地区等の決

定状況、周辺地域における

開発の動向等 

水域利

用 

上水・農業用水等の水利権

の設定状況及び利水状況、

地下水の利用状況、漁業権

の設定状況等 

交通 
交通網、道路交通状況、鉄

道・軌道の利用状況等 

施設状

況 

学校・病院・住居等の配置、

公園・緑地等の配置、野外

レクリエーション地の概況

、下水道の普及状況等 

文化財 

有形文化財、記念物、伝統

的建造物群、周知の埋蔵文

化財包蔵地及び文化財環境

保全地区の分布 

景観 

美観地区、歴史的景観保全

修景地区、自然風景保全地

区、伝統的建造物群保存地

区等の指定状況等 

関係法令等に

よる地域指定 

環境要素に係る環境の概

況、環境基準等の適合状況

等 

 

３ 複数案の設定 

 計画特性及び地域特性を考慮して、複

数案を設定するものとする。複数案は、

事業計画の特性を踏まえた制約条件を満

たす必要があることから、事業計画のど

の部分を複数案の検討対象とするかを明

らかにする。 

 

４ 環境要素等の抽出（表２～表４） 

 計画特性及び地域特性を考慮して、環

境要素と環境要因の関連を整理し、環境

要素を抽出するものとする。 

 なお、抽出にあたっては、事業の実施

に伴い重大な影響を受けるおそれのある

環境要素、又は、複数案間において影響

の大小が明確となる環境要素に特化し、

抽出した理由を明らかにするものとする。 

 例えば、工事の実施による騒音影響に

係る詳細な評価など、事業実施段階の環

境影響評価の方が適切な環境配慮が検討

できる環境要素や、いずれの案であって

も差異の見込みが考えにくい環境要素に

ついては、特定に留め、抽出する必要は

ない。 

 また、事業計画地の一部の公園化や街

路の植樹など、対象事業の実施によって

環境面で保全、創造される要素が考えら

れる場合には、環境要素に緑地創出等の

指標を追加設定することが望ましい。 

 

５ 現状調査・予測・評価の実施 

⑴ 現状調査、予測及び評価の原則 

 現状調査、予測及び評価は、以下の

とおり行うことを基本とする。 

ア 複数案及び抽出された環境要素ご

とに行うものとする。 

イ 事業の進捗形態に応じて、「工事の

実施中」、「供用後の施設の存在」及

び「施設の供用」の各段階に区分し、

環境要因ごとに行うものとする。 

 

表２ 環境要素 

大気環境 １ 大気質 

２ 騒音・低周波音 

３ 振動 

４ 悪臭 

水環境 ５ 水質（地下水の水質を

除く） 

６ 水底の底質 

７ 地下水の水質及び水位 

土壌に係る

環境その他

の環境 

８ 地形及び地質 

９ 地盤 

10 土壌 

生物の多様

性の確保及

び自然環境

の体系的保

全 

11 動物 

12 植物 

13 生態系 

人と自然等

との豊かな

触れ合い 

14 景観 

15 人と自然との触れ合い

の活動の場 

16 文化財 
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環境への負

荷 

17 廃棄物等 

18 温室効果ガス等 

人の生活に

密接に関わ

る生活環境

の保全 

19 風害 

20 電波障害 

21 日照阻害 

その他 22 その他 

 

表３ 環境要因の具体例 

環境要因 環境要因の具体例 

工事 

土地形状の改変（切土、掘削、

埋立等） 

植生の改変（樹林の伐採等）、

建造物等の構築 

既存工作物の解体、建設機械

の稼働、工事用車両の通行な

ど 

存在 
道路・軌道・建築物等の存在

など 

供用 
自動車の走行、工場排気ガス、

機械騒音など 

 

表４ 影響要因・環境要素関連表を用いた整理例  

環境要因 

 

環境要素 

案
１ 

案
２ 

工
事
中 

存
在 

供
用 

工
事
中 

大気質     

騒音・低周波音     

振動     

悪臭     

水質（地下水の水質を除く）   △ △ 

水底の底質     

地下水の水質及び水位     

地形及び地質     

地盤     

     

土壌     

動物     

植物     

生態系  ○   

景観  ◎   

人と自然との触れ合

いの活動の場 
    

文化財 △    

廃棄物等 ○    

温室効果ガス等   ◎  

風害  △   

電波障害  △   

日照阻害     

その他（    ）     

◎ 重大な影響を受けるおそれのある環境要素

（計画段階環境配慮の対象） 

○ 影響を受けるおそれのある環境要素（計画段

階環境配慮の対象外） 

△ いずれの案であっても差がない環境要素（計

画段階環境配慮の対象外） 

 

⑵ 現状調査 

 対象事業の実施が環境に及ぼす影響

の内容、程度（保全、創造される場合

も含む。）について予測及び評価するた

めの基礎資料を得ることを目的とし、

原則として、既存資料を収集し、その

結果を整理、解析するものとする。用

いた資料については、その出典を明ら

かにすることとする。 

 なお、重大な環境影響を把握するう

えで必要と認められる場合や、既存資

料から十分な情報が得られない場合に

は、専門家等からの知見収集のほか、

現地調査等を実施するものとする。 

⑶ 予測の実施 

 客観的かつ科学的な方法により、知

見の蓄積や既存資料の充実の程度に応

じ、環境の状態の変化又は環境への負

荷の量について、別表２を参考に可能

な限り定量的に把握するものとする。

環境要素に応じて、事業の影響が最も



- 5 - 
 

大きくなる時期、供用後の安定した時

期等の適切な時期を対象とする。 

 なお、定量的な把握が困難な場合は、

定性的に把握するものとする。 

⑷ 評価の実施 

ア 複数案ごとの環境要素について環

境影響の程度を整理し、各案の長所、

短所を比較することを基本とし、複

数案からの絞り込みを行う。 

  なお、一つの案が全ての環境要素

において、最も環境影響が小さい案

となることは想定しにくく、環境面

から最も優れた案を絞り込むことは

難しい。その際は、事業目的等の事

業特性に応じて、優先すべき環境要

素を高く評価することにより、一つ

の案に絞り込むことが可能である。 

イ 複数案からの絞り込みの過程でど

のように環境影響の回避、低減が図

られたかについての検討内容を明ら

かにする。 

ウ 環境基準、京都市環境保全基準等

と整合性が図られているか否につい

ても可能な限り検討する。 

エ 排出総量等の計画的な目標値が設

定されている場合は、必要に応じて、

その目標への貢献度や達成度につい

て、明らかにすることとする。 

オ 必要に応じて、専門家等の助言を

受けることとする。専門家等の助言

を受けた場合は、当該助言内容及び

専門家等の専門分野を明らかにする

こととする。また、専門家等の所属

属性を明らかにするよう努めること

とする。 

カ 必要に応じて、事業計画の実現可

能性を検討する際の参考として、社

会経済面の情報を整理してもよい。

社会面の情報としては、上位計画等

の目的にどの程度合致しているかを

定性的に評価した結果などが考えら

れ、経済面の情報としては、用地取

得に要する費用や建設費、維持管理

費等、事業の経済性に係る情報が考

えられる。 

 

６ 計画段階環境配慮の検討 

 評価の結果、絞り込んだ案（環境上望

ましい最良案）を基本として、事業化に

向けた検討を進めていくうえで環境保全

上配慮すべき事項について、以下の観点

で整理する。 

⑴ 実行可能な範囲内で環境影響をでき

る限り回避し、又は低減するための配

慮内容 

⑵ 事業の実施により損なわれるおそれ

のある環境の有する価値を代償するた

めの配慮内容 

⑶ 事業の実施により新たに保全又は創

造される配慮内容 

 

７ 配慮書案の作成 

 現状調査、予測、評価及び計画段階環

境配慮の検討結果等を記載した配慮書案

を作成し、市長に提出するものとする。 

 

第３節 配慮書の作成手順         

 

 配慮書案に対する京都市長の意見を勘案

するとともに、環境配慮の観点から提出さ

れた市民等の意見に配意して、複数案の再

検討を含め、配慮書案の記載事項の検討、

修正を行い、配慮書として作成し、京都市

長に提出するものとする。配慮書には下記

の事項を反映することとする。 

１ 配慮書案から配慮書にかけて内容が修

正された箇所や意見に対する事業者の見

解が容易に見て取れるよう、配慮書には、

当該検討経過等をとりまとめることとす

る。 

２ 配慮書案についての市民等の意見及び

市長意見について、当該意見及びその意

見に対する事業者の見解を配慮書に記載

する。 

３ 配慮書では、前２項を踏まえ、配慮書

案での環境上望ましい最良案を、必要に

応じて見直すこととする。 

４ 環境配慮の観点に基づかない意見につ

いては、必ずしも事業者としての見解を

示す必要はないこととする。 

 

 

第３章 事業実施段階の環境影響評価     

 

第１節 一般的事項            

 

 計画段階環境配慮に係る手続において、

環境上望ましい最良案及び環境保全上配慮

すべき事項を整理した後、これらを基本と

して、環境保全以外の観点を反映させた事

業計画の詳細が決定される。この段におい

ては、事業の位置・規模等が概ね確定する
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ことから、計画段階環境配慮で求められる

簡易な調査、予測及び評価の手法と比べて

より高精度な内容が求められ、より具体的

な環境保全措置が必要となる。 

 

第２節 環境影響評価方法書の作成手順   

 

 事業者は、以下の手順に従って方法書を

作成するものとする。 

 

１ 事業計画の立案 

 事業計画の策定に当たっては、計画段

階環境配慮の結果に基づいて必要な環境

への配慮を行うものとする。 

 計画段階環境配慮の手続後、計画策定

に至る経過をとりまとめ、方法書内に記

載することとする。 

 なお、計画段階環境配慮から大幅な事

業計画の変更があった場合には、その理

由も方法書内に記載することとする。 

 

２ 事業特性及び地域特性の把握 

 対象事業に係る環境影響評価等の項目

並びに調査、予測及び評価の手法を選定

するに当たって、当該選定を行うに必要

と認める範囲内で、当該選定に影響を及

ぼす事業特性及び地域特性を把握するも

のとする。 

 なお、計画段階環境配慮に係る手続に

おいても、当該特性を把握しているため、

年次経過による情報の更新や事業計画の

立案過程における事業特性の変更等、新

たに把握すべき事項のみを対象とするこ

とを基本とし、可能な限り計画段階環境

配慮時のものを活用することとする。た

だし、事業特性に関しては、計画段階環

境配慮時のものから精度が上がっている

ことから、以下の項目について調査する

ものとする。 

⑴ 対象事業の種類 

⑵ 対象事業の規模 

⑶ 対象事業の工事計画の概要 

⑷ 施工後に当該土地又は工作物におい

て行われることが予定されている事業

活動等の概要 

⑸ その他対象事業等に関する事項 

 地域特性の詳細は、第２章第２節を参

照のこと。 

 

 

３ 影響を受ける環境要素の抽出 

 事業特性及び地域特性を考慮して、環

境要因と環境要素の関連を表５に示す関

連表により整理し、対象事業等の実施に

より影響を受けると考えられる環境要素

を全て抽出するものとし、抽出した理由

又は抽出しなかった理由を明らかにする

ものとする。 
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表５ 環境要因・環境要素関連表 

 

 環境要因 工 事 存 在 供 用 

環 境 要 素 
細区分 

細区分 

            

１ 大気質              
             

２ 騒音・低周波音              

             

３ 振動              

             

４ 悪臭              

             

５ 水質              

             

６ 水底の底質              

             

７ 地下水の水質及び水位              

             

８ 地形及び地質              

             

９ 地盤              

             

10 土壌              

             

11 動物              

             

12 植物              

             

13 生態系              

             

14 景観              

             

15 人と自然との触れ合いの活動の場              

             

16 文化財              

             

17 廃棄物等              

             

18 温室効果ガス等              

             

19 風害              

             

20 電波障害              

             

21 日照阻害              

             

22 その他              
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４ 予測及び評価手法の検討 

 事業特性及び地域特性を考慮して予測

及び評価を行う項目（以下「予測項目」

という。）、方法等を検討するものとする。 

 

５ 方法書の作成 

 事業特性、地域特性、調査、予測及び

評価の手法、計画段階環境配慮の内容等

を記載した方法書を作成し、市長に提出

するものとする。 

 

第３節 環境影響評価準備書及び環境影響  

    評価書の作成手順         

 

 事業者は、以下の手順に従って準備書及

び評価書を作成するものとする。 

 

１ 現状調査計画の決定 

 説明会を開催する等、方法書の記載内

容の周知を図るとともに、環境の保全の

見地から提出された意見に対する事業者

の見解を市長に提出するものとする。方

法書に対する市長意見を勘案するととも

に、市民等の意見に配意して、現状調査

項目、調査範囲、調査期間等に検討を加

え、現状調査計画を決定するものとする。 

 

２ 現状調査の実施 

⑴ 現状調査項目 

 対象事業等の実施により影響を受け

ると考えられる環境要素を表５に示す

関連表により整理、抽出し、抽出され

た環境要素を把握するために別表１に

示す調査項目のうちから必要なものを

選定し、現状調査項目とする。 

 なお、事業者は、現状調査項目、手

法等の選定に係る新たな事情が生じた

場合にあっては、必要に応じ、その見

直しを行わなければならない。 

⑵ 調査地域 

 調査地域は、事業特性及び地域特性

を考慮して、対象事業等の実施により

各現状調査項目ごとに、当該環境要素

が環境に影響を及ぼすと予想される範

囲を含む地域とする。 

⑶ 調査地点 

 調査地点は、事業特性及び地域特性

を考慮して、調査地域の各環境要素の

状況を適切に把握し得るように設定す

る。 

 

⑷ 調査期間等 

 調査期間、時期及び頻度は、地域特

性を考慮して、各環境要素の状況を把

握し得るように設定する。 

 特に、季節等による変動を把握する

必要がある現状調査項目に係るものに

ついては、これを適切に把握できるよ

う調査に係る期間、時期及び頻度に留

意しなければならない。 

⑸ 調査の手法 

 現状調査の実施及び情報の整理等に

当たっては、以下の点に留意するもの

とする。 

ア 調査は、文献の収集又は現地調査

により実施するものとする。 

イ 文献の収集による場合は、当該情

報が記載されていた文献名、当該情

報を得るために行われた調査の前提

条件、調査地域の設定の根拠、調査

の日時その他の当該情報の出自及び

その妥当性を明らかにできるように

しなければならない。 

ウ 現地調査による場合は、調査の実

施に伴う環境への影響を回避し、又

は低減するため、可能な限り環境へ

の影響が小さい手法を選定するよう

努めなければならない。 

エ 情報の収集、整理又は解析につい

て、法令等により定められた手法（以

下「公定法」という。）がある環境要

素に係る現状調査項目については、

当該公定法を踏まえ、適切な調査の

手法を選定するものとする。 

オ 希少種情報については、公開に当

たって必要な配慮を行うものとする。 

 

３ 予測及び評価の実施 

 方法書に対する市長意見を勘案し、並

びに市民等の意見に配意するとともに、

現状調査の結果を踏まえて、予測手法及

び評価手法を決定し、実施するものとす

る。 

⑴ 予測項目 

 対象事業等の実施による環境負荷及

び当該事業の実施を含む将来の環境の

状態を予測するものとし、予測項目は、

事業特性及び地域特性を考慮して、必

要なものを選定する。事業特性によっ

ては、未規制物質も予測対象となり得

る。 

 なお、事業者は、環境影響評価の手
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法を選定し、又は環境影響評価を行う

過程において予測項目、手法等の選定

に係る新たな事情が生じた場合にあっ

ては、必要に応じ、その見直しを行わ

なければならない。 

⑵ 予測地域 

 予測地域は、事業特性及び地域特性

を考慮して、対象事業等の実施により

各環境要素の状況に影響を及ぼすと予

想される地域とする。 

 予測は、事業特性、地域特性及び予

測項目に応じて、予測地域全体又は適

切な予測地点について行う。 

 予測地点は、予測地域を代表し得る

地点、特に影響を受けるおそれがある

地点、保全すべき対象等への影響を把

握し得る地点等、環境への影響を的確

に把握できる地点を設定するものとす

る。 

⑶ 予測時期 

 工事の実施中及び存在・供用段階で

実施するものとする。 

 工事に係る予測項目については、工

事計画を考慮し、工事の最盛期等の環

境への影響が最大となる時期とする。 

 存在及び供用に係る予測項目につい

ては、対象事業等の計画目標時期又は

供用開始後定常状態になる時期とする。 

⑷ 予測の手法 

 予測の手法は、事業特性及び地域特

性を考慮して、環境の状況の変化又は

環境への負荷の量を、最新の科学的知

見を反映した理論に基づく計算、模型

による実験、事例の引用又は解析その

他の手法により、定量的に把握するこ

とを基本とし、別表２を参考に予測項

目ごとに適切なものを選択する。 

 個別の事業特性や地域特性等に合わ

せて最適な手法を選択できるよう複数

の手法を含めるよう努める。 

 なお、予測の前提となる対象事業等

の稼働条件、予測に使用する原単位等

の設定条件を明確にするとともに、理

論式等を使用する場合にあっては、現

況再現性について検討するものとする。 

⑸ 評価項目 

 評価項目は、予測項目と同一とする。 

⑹ 評価方法 

 評価に当たっては、評価項目ごとに

調査及び予測の結果（環境保全措置を

検討した場合にあっては、当該検討を

行った結果を含む。）を踏まえ、建造物

の構造・配置のあり方、環境保全設備、

工事の方法等を含む幅広い環境保全措

置を対象として、複数の案を時系列に

沿って若しくは並列的に比較検討する

こと、実行可能なより良い技術が取り

入れられているか否かについて検討す

ること等により、対象事業等の実施に

より当該評価項目に及ぶおそれがある

影響が、実行可能な範囲内で可能な限

り回避され、又は低減されており、必

要に応じ、その他の方法により環境の

保全についての配慮が適正になされて

いるか否かを評価するものとする。こ

のほか、以下の観点からの評価も行う

こと。 

ア 環境基準、京都市環境保全基準等

が示されている評価項目にあっては、

当該基準と調査及び予測の結果との

間に整合が図られているかについて

明らかにする。 

イ 事業者以外の者が行う環境の保全

のための措置等の効果を見込む場合

にあっては、当該措置の内容及びそ

の可能性について明らかにするもの

とする。 

ウ 評価項目ごとにとりまとめられた

結果の概要を一覧できるように取り

まとめること等により、他の環境要

素に及ぼすおそれがある影響につい

て、検討を行うよう留意するものと

する。 

 

４ 環境保全措置の検討 

 予測の結果、環境影響がないと判断さ

れる場合及び環境影響が極めて小さいと

判断される場合以外の場合は、実行可能

な範囲内で環境保全措置を検討するもの

とする。環境基準、京都市環境保全基準

等が示されている評価項目にあっても、

当該基準等の達成に努めることに留まら

ず、更なる実行可能な環境保全措置を検

討するものとする。 

⑴ 代償措置の検討 

 環境保全措置の検討に当たっては、

環境への影響を回避し、又は低減する

ことを優先するものとし、これらの検

討結果を踏まえ、必要に応じ、当該事

業等の実施により損なわれる環境要素

と同種の環境要素を創出すること等に

より損なわれる環境要素の持つ環境の
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保全の観点からの価値を代償するため

の措置（以下「代償措置」という。）の

検討を行うものとする。 

⑵ 検討経過の整理 

 環境保全措置の検討に当たっては、

環境保全措置についての複数案の比較

検討、実行可能なより良い技術が取り

入れられているか否かの検討等を通じ

て、講じようとする環境保全措置の妥

当性を検証し、これらの検討の経過を

明らかにできるよう整理するものとす

る。 

⑶ 留意事項 

 環境保全措置の検討にあたっては、

以下の点に留意するものとする。 

ア 環境保全措置の効果及び必要に応

じ、不確実性の程度 

イ 環境保全措置の実施に伴い生じる

おそれのある環境影響 

ウ 環境保全措置を講ずるにもかかわ

らず存在する環境影響 

エ 環境保全措置の内容、実施期間、

実施主体その他の環境保全措置の実施

の方法 

 

５ 準備書の作成 

 現状調査結果、予測及び評価の結果、

環境保全措置の検討の経過、事後調査の

計画等を記載した準備書及び準備書要約

書を作成し、市長に提出するものとする。 

 

６ 評価書の作成 

 説明会を開催する等、準備書の記載内

容の周知を図るとともに、環境の保全の

見地から提出された意見及び公聴会で述

べられた意見に対する事業者の見解を市

長に提出するものとする。 

 準備書に対する市長意見を勘案すると

ともに、市民等の意見に配意して、準備

書の記載事項の検討、補正を行い、評価

書及び評価書要約書を作成し、市長に提

出するものとする。 

 

 

第４章 事後調査              

 

第１節 事後調査計画書の作成手順     

 

１ 事後調査計画書の作成手順 

⑴ 事後調査計画の検討 

 環境への影響の重大性に応じ、工事

中及び供用後の環境の状態等を把握す

るための調査（以下「事後調査」とい

う。）の必要性について検討し、事後調

査の項目、調査頻度、実施時期等の検

討を行うものとする。 

⑵ 事後調査計画の準備書及び評価書へ

の記載 

 事後調査計画については、準備書及

び評価書に記載するものとする。 

準備書に記載された事後調査計画に対

する市長意見を勘案するとともに、市

民等の意見に配意して、事後調査計画

に係る記載事項の検討、補正を行い、

評価書に記載するものとする。 

⑶ 事後調査計画書の作成 

ア 評価書に記載された事後調査の計

画を基に、より具体化した工期等を

踏まえ実施計画を定め、事後調査計

画書を作成し、工事着手届とともに

市長に提出するものとする。 

イ 移行事業者は、供用後の環境状況

が、法第２７条の規定により公告し

た評価書の予測結果等からの乖離が

無いか、又は、環境保全措置が十分

であるか等について、適切に判断で

きる事後調査計画書を作成し、工事

完了後速やかに市長に提出するもの

とする。 

 

２ 事後調査項目 

⑴ 施設調査 

 対象事業等の工事、存在、供用の区

分毎に、対象事業等の実施に伴う施設

等の稼働状況、環境保全措置の実施状

況等を調査するものとする。 

⑵ 環境調査 

 予測及び評価結果を考慮して、評価

項目のうちから、必要なものを選定す

る。 

 

３ 事後調査時期 

⑴ 工事の実施中及び存在・供用段階で実

施するものとする。 

⑵ 工事に係る項目については、工事計画

を考慮し、工事の最盛期等の環境への

影響が最大となる時期とする。 

⑶ 存在及び供用に係る項目については、

対象事業等の計画目標時期を基本とし、

計画目標時期までに相当期間がある場

合には、供用開始後、又は供用開始後

の稼働状況が安定した時期にも調査を
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実施するものとする。 

 

４ 事後調査地点 

 環境調査に係る事後調査地点は、予測

地域の各環境要素の状況を適切に把握し

得るように設定することとし、予測地点

と同一の地点を基本とする。 

 

５ 事後調査方法 

 事後調査の実施及び情報の整理等に当

たっては、以下の点に留意するものとす

る。 

⑴ 情報の収集、整理又は解析について、

公定法がある環境要素に係る現状調

査項目については、当該公定法を踏

まえ、適切な調査の手法を選定する

ものとする。 

⑵ 現状調査と同様、最新の科学的知見

を反映した手法を選定するものとす

る。 

⑶ 現状調査と同様、調査の実施に伴う

環境への影響を回避し、又は低減す

るため、可能な限り環境への影響が

小さい手法を選定するよう努めるも

のとする。 

⑷ 希少種情報については、必要な配慮

を行うものとする。 

⑸ 調査によって得られた結果は、予測

の結果、事業者が定めた目標値及び

環境基準等とともに分かり易く整理

するものとする。 

⑹ 事後調査の結果と予測の結果が著

しく乖離している場合には、予測に

用いた値及び予測式について検討を

加えるものとする。 

 

第２節 事後調査結果報告書の作成手順   

 

１ 事後調査結果の整理 

 工事中（移行事業者を除く。）及び存在、

供用の各段階で事後調査を実施し、予測

の結果、環境保全措置の実施状況及び環

境の保全上の目標値との関係を整理する

ものとする。 

 

２ 原因究明等 

 事後調査の結果が予測を上回った場合

は、その原因究明を行うものとする。 

原因究明の結果、対象事業等の実施に起

因して、環境への影響が認められる場合

には、追加して実施する環境保全措置を

検討するものとする。 

 なお、環境の状況が人の健康に重大な

被害が生じるおそれがある場合など緊急

を要する場合には、直ちに環境保全対策

を講じるとともに、当該措置による環境

の状況の変化について調査を実施するも

のとする。 

 

３ 事後調査結果報告書の作成 

 事後調査結果を整理（原因究明を行っ

た場合には、その手法、検討結果を含む。）

し、事後調査結果報告書を作成し、市長

に提出するものとする。 

 

 

附則（平成２５年３月２９日京都市告

示第４９３号） 

 この指針は、平成２５年４月１日から

施行する。 

 

附則（令和４年７月１日京都市告示第

２１４号） 

 この指針は、令和４年７月１日から施

行する。 
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別表１ 

調 査 項 目 
 

調 査 項 目 調 査 項 目 の 細 区 分  

大気質 

環境基本法第１６条及びダイオキシン類対策特別措置法第７条に規定する

環境基準項目、大気汚染防止法第２条に規定するばい煙・揮発性有機化合

物・粉じん、京都府環境を守り育てる条例第１条第６項に規定するばい煙、

その他必要な項目 

 気象 風向、風速、気温、湿度、日射量、放射収支量、降水量、その他必要な項目 

騒音・低周波音 騒音レベル、周波数特性、その他必要な項目 

振動 振動レベル、周波数特性、その他必要な項目 

悪臭 
悪臭防止法第２条に規定する特定悪臭物質及び臭気指数、臭気濃度、臭気

強度、その他必要な項目 

水質及び水位 

等 

環境基本法第１６条に規定する人の健康の保護に関する環境基準項目、環

境基本法第１６条に規定する生活環境の保全に関する環境基準項目、ダイ

オキシン類対策特別措置法第７条に規定するダイオキシン類、水質汚濁防

止法第３条に規定する排水基準項目、水道法第４条に規定する水質基準項

目、水循環系に関する項目（地下水位、水の流れの変化、地下水の分断、

地下水の涵養、表流水・湧水の状況、蒸発散量、河川・池沼の形態、湛水

量等）、その他必要な項目 

地形及び地質 地形・地質の種類、重要な地形・地質、重要な自然現象、その他必要な項目 

地盤 
地盤沈下量、土地の安定性の変化、地滑り、斜面崩壊、液状化、地盤陥没、

その他必要な項目 

土壌 

環境基本法第１６条及びダイオキシン類対策特別措置法第７条に規定する

環境基準項目、土壌汚染対策法第２条に規定する特定有害物質、保水機能、

通水機能、生産力、地下水浄化、貴重な土壌、その他必要な項目 

動物 動物相（哺乳類、鳥類、は虫類、両生類、魚類、昆虫類）、その他必要な項目 

植物 植物相、植生、水生植物、その他必要な項目 

生態系 
上位性・典型性・特殊性を有する生物種及びその他の生物種の生育・生息

状況（連続性の観点を含む）、種の多様性の状況、その他必要な項目 

景観 
景観の構成要素の現況、景観資源の分布、重要な視点場の状況、周辺環境

との調和、圧迫感の状況、その他必要な項目 

人と自然との触

れ合いの活動の

場 

野外レクリエーション地等の分布・利用状況、音環境、その他必要な項目 

文化財 
有形文化財、記念物、伝統的建造物群、周知の埋蔵文化財包蔵地及び文化

財環境保全地区の分布、その他必要な項目 

廃棄物等 発生及び処理の状況、管理・減量化・再利用の状況、その他必要な項目 

 残土 掘削残土の性状、その他必要な項目 

温室効果ガス等 
温室効果ガスの発生量の状況、エネルギーの消費量、オゾン層破壊物質の

状況、その他必要な項目 
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風害 上空及び地表付近の局地的な風向・風速、瞬間的な強風、土地利用・地物 

 の状況、その他必要な項目 

電波障害 電波受信状況（地上波、ＢＳ波）、土地利用・地物の状況、その他必要な項目  

日照阻害 冬至日における日影時間、土地利用・地物の状況、その他必要な項目 

土地利用 学校・病院・住居等の位置・分布、地域分断、その他必要な項目 

水域利用 農業用水等の使用状況、その他必要な項目 

発生源 発生源の種類、規模、排出条件、稼働状況、発生負荷量、その他必要な項目 

その他 その他必要な項目 

 

※ その他必要な項目には、学術的な知見の集積等により、新たに基準等が設定された物質や、基

準値等は設定されていないものの、事業活動により排出されることで周辺環境に影響を与える

おそれのある化学物質（未規制物質）、その他周辺環境に影響を与えるおそれのある環境要因を

含む。 

 

※ 別の区分である項目であっても、相互に密接な関連があると認められるものについては、一体

的に整理することが望ましい。 
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別表２ 

予 測 方 法 
 

環 境 要 素  
予 測 方 法  

事 業 実 施 段 階 計 画 段 階  

大気質 

排出量等(発生源) 事業計画に基づく推定 汚染物質の濃度その他の指標

により測られる環境要素の汚

染又は環境要素の状況の変化

（物質の量的な変化を含む。）

の程度及び広がりに関し、こ

れらが人の健康、生活環境又

は自然環境に及ぼす環境影響

を把握できること。 

寄与濃度 

・大気拡散モデル（数値計算） 

・風洞模型実験 

・野外拡散実験 

・類似事例による推定 

・その他適切な方法による推定 

必要に応じて、長期予測及

び短期予測を実施 

環境濃度 
バックグラウンド濃度に寄与

濃度を加算して推計 
 

騒音 

騒音の状況（発生源） 事業計画に基づく推定  

騒音レベル・周波数特

性等 

・騒音伝搬モデル（数値計算） 

・経験的回帰式による推計 

・模型実験 

・類似事例による推定 

・その他適切な方法による推定 

 

振動 

振動の状況（発生源） 事業計画に基づく推定  

振動レベル等 

・振動伝搬モデル（数値計算） 

・経験的回帰式による推計 

・類似事例による推定 

・その他適切な方法による推定 

 

悪臭 

排出量等（発生源） 事業計画に基づく推定  

悪臭物質濃度 

臭気濃度 等 

・拡散モデル（数値計算） 

・類似事例による推定 

・その他適切な方法による推定 

 

水質 

排出水量等（発生源） 事業計画に基づく推定  

河川水質 

水底の底質 

地下水の水質 

（汚染物質の濃度） 

・事業計画に基づく推定 

・理論式等（数値計算） 

・実験等による推計 

・類似事例による推定 

・その他適切な方法による推定 

必要に応じて、地盤、土壌、

生態系等の変化と関連付

け 

 

河川形状 

流速の変化 

池沼等の水位の変化 

地下水位の変化 等 

 

地形 

地質 

変化の程度 

特異な地形の消滅等 

特異な地質の消滅等 

・事業計画に基づく推定 

・類似事例による推定 

・その他適切な方法による推定 

 

地盤 地盤沈下等 ・圧密モデル（数値計算）  
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・水収支モデル（数値計算） 

・時系列式による推計 

・経験的回帰式による推計 

・類似事例による推定 

・その他適切な方法による推定 

 

土壌 

有害物質の使用状況

(発生源) 
事業計画に基づく推定 

 

有害物質の濃度 
・事業計画に基づく推定 

・類似事例による推定 

 

動物 

動物相の変化 

生息環境の変化 

貴重な動物種の消滅 

等 

・事業計画に基づく推定 

・類似事例による推定 

・その他適切な方法による推定 

必要に応じて、大気質、騒

音、水質等の変化と関連付

け 

陸上及び水生の動植物に関

し、 

・ 生息種又は生育種及び植生

の調査を通じて抽出される

学術上又は希少性の観点か

ら重要な種の分布状況 

・ 生息状況又は生育状況及び

動物の集団繁殖地並びに重

要な群落の分布状況 

・ その他の注目すべき生息地

の分布状況 

について調査し、これらに対

する環境影響の程度を把握で

きること。 

植物 

植物相・植生の変化 

生育環境の変化 

貴重な植物種・植生の

消滅等 

・事業計画に基づく推定 

・類似事例による推定 

・その他適切な方法による推定 

 

必要に応じて、大気質、騒

音、水質等の変化と関連付

け 

生態系 

生態系の変化 

種の多様性の変化 

生態系を代表する種

の生育・生息環境の変

化 

・事業計画に基づく推定 

・類似事例による推定 

・その他適切な方法による推定 

 

必要に応じて、大気質、騒

音、水質等の変化と関連付

け 

次に掲げるような、生態系の

保全上重要であって、まとま

って存在する自然環境又は連

続したつながりによる生物の

生息空間に対する影響の程度

を把握できること。 

・ 自然林及び湿原であって人

為的な改変をほとんど受け

ていないもの 

・ 改変により回復することが

困難である脆弱な自然環境 

・ 里地及び里山（二次林、人

工林、農地、ため池、草原

等を含む。）であって、減少

又は劣化しつつあるもの 

・ 氾濫原に所在する湿地帯及

び河畔林等の河岸に所在す

る自然環境であって、減少

又は劣化しつつあるもの 

・ 水源涵養林、防風林及び土

砂の崩壊を防止する機能を

有する緑地等の地域におい

て重要な機能を有する自然

環境 

・ 都市において現に存する樹

林地その他の緑地（斜面林、  
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社寺林、屋敷林等を含む。）

及び河川並びに水辺地等

であって地域を特徴づけ

る重要な自然環境 

景観 

景観資源 

優れた景観資源の変

質・消滅等 

事業計画に基づく推定 眺望の状況及び景観資源の分

布状況を調査し、これらに対

する環境影響の程度を把握で

きること。 
眺望景観 

重要な視点場からの

眺望 

・立体模型の作成 

・予想図、透視図等の作成 

・モンタージュ写真の作成 

・ビデオによる画像合成 

・その他適切な方法による推定 

歴史的文化環境との調和

に留意 

人 と自

然 との

触 れ合

い の活

動の場 

触れ合い活動の場の

改変 

音環境の変化 

利用状況の変化 等 

・事業計画に基づく推定 

・類似事例による推定 

・予想図、写真等の作成 

・その他適切な方法による推定 

野外レクリエーションを通じ

た人と自然との触れ合いの活

動及び日常的な人と自然との

触れ合いの活動が一般的に行

われる施設又は場の状態及び

利用の状況を調査し、これら

に対する環境影響の程度を把

握できること。 

文化財 
文化財の変質・消滅 

利用状況の変化 等 

・事業計画に基づく推定 

・類似事例による推定 

・予想図、写真等の作成 

・その他適切な方法による推定 

歴史的文化環境との調和

に留意 

影響を受ける文化財の有無、

その影響の程度を把握できる

こと。 

廃 棄物

等 

廃棄物の種類・発生量 

廃棄物の処理体系 

再生資源の利用 等 

・事業計画に基づく推定 

・類似事例による推定 

・経験的回帰式による推定 

・その他適切な方法による推定 

廃棄物等の発生量、最終処分

量その他の環境への負荷の量

の程度を把握できること。 

残土の種類・性状・発

生量 

残土の処理体系 

有害物質の濃度 等 

・事業計画に基づく推定 

・類似事例による推定 

・その他適切な方法による推定 

 

温 室効

果 ガス

等 

温室効果ガス等の発

生量、吸収量、回収量、

エネルギー消費量等 

・事業計画に基づく推定 

・類似事例による推定 

・その他適切な方法による推定 

必要に応じてオゾン層破

壊物質の使用量等につい

て把握 

温室効果ガス等の発生量その

他の環境への負荷の量の程度

を把握できること。 

風害 地表風の風向、風速 

・風洞模型実験 

・類似事例による推定 

・その他適切な方法による推定 

影響を受ける範囲、その影響

の程度を把握できること。 

電波障 電波障害の程度 ・理論式（数値計算） 影響を受ける範囲、その影響 
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害 
 

・類似事例による推定 

・その他適切な方法による推定 

の程度を把握できること。 

日 照阻

害 

冬至日の日影時間の

変化 

・数値計算による日影図等の

作成 

・模型実験 

・その他適切な方法による推定 

影響を受ける範囲、その影響

の程度を把握できること。 

その他 その他必要な項目 適切な方法による推定 
影響を受ける範囲、その影響

の程度を把握できること。 

 


